
電　話

☆要支援１、２の方のみ対象

494-0789

492-5550

492-4388

499-1331

488-2977

495-0808

424-2746

476-0123

425-8447

447-6233

425-5909

488-7220

476-0010

474-4887

471-8008

476-3622

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬町社協地域包括支援センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　072-425-9058

ケアプランセンターひがし 阪南市箱作1103番地

株式会社　ケアサポート すみれ 阪南市箱作3523番地の5

介護と医療の相談室ハル 阪南市自然田816-5

いろはケアプランセンター 阪南市石田720-1

メデケアタマイ居宅介護支援事業所

岬町多奈川谷川1849番地の11(与田病院）

阪南市箱作2047-3

ケアプランセンターさくら 阪南市桃の木台一丁目2番地1

ケアプランセンターののか 岬町淡輪1588番ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽののか内

きずなケアプランセンター 阪南市舞３丁目３１－２１

ゆずはケアプランセンター 阪南市鳥取919

494-3174

居宅介護支援センター花水木 岬町淡輪1600番地の1

ノア阪南ケアプランセンター 阪南市自然田1610番地の2

医療法人愛輪会　ケアプランセンターあい 岬町淡輪3717番地

ケアステーション成美の里 岬町多奈川谷川1633-4号B棟102

ケアプランセンター花水木

淡輪園 岬町淡輪1770番地

オオサコケアプランセンター

ケアネット・ミズナス岬分室 岬町深日1828番地の１

☆介護予防支援の指定を受けているので、要支援の方も

直接、契約することができます。

岬町淡輪1347番

ケアプラン（介護サービス計画）を作成する事業所一覧
指定介護予防支援事業所・指定居宅介護支援事業所

要支援１・２、事業対象者と認定された方は地域包括支援センターのケアマネジャー、または介護予防支援

の指定を受けた事業所、委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、介護予防ケアプランを作成

します。

要介護１～５と認定された方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、ケアプランを作成します。

ケアプラン作成を依頼される方は、この一覧表から事業所を選んで連絡をし、作成の依頼をしてください。

依頼を受けたケアマネジャーは、利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成し、

利用者はケアプランにもとづいてサービスを利用します。

ケアプランの作成費用は介護保険でまかなわれるので金銭的な負担はありません。

ケアプランを作成する事業所はこの一覧以外にもあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年5月1日現在

名　称 住　所

岬町社協地域包括支援センター 岬町深日3238番地の24
425-9058

☆岬町社会福祉協議会内


